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てつ どうぶつぴんじむきてい 鉄道物品事務規程 国鉄に

属する物品の出納および保管について適正な業務を行うため，

その基準および手続を定めたもの。輸送という 国鉄の業務を遂

行するためには，軌道・ 信号通信設備・車両等の諸施設の改良

保守作業を始めとして極々の作業が行われ，さらに被服 ・ 衆車

券等の製作，石炭の採掘等多岐にわたる業務が行われている。

したがってその業務内容によって物品の出納保管の手続も多少

援具の生ずることはやむを得ない事突であるが， この規程は各

系統の業務全般に通ずる原則を示すものであって，特殊な作業

を行うため，この原則に示すことのできない細目を定める必要

のある場合は別に手続を定めて通達している。たとえば調度用

品取扱手続， 工場用品取扱手続， 炭鉱閉品等取扱手絞および自

動111用品取扱手続等があり，さらに必裂の都度示される言者通達

がある。

なお国鉄法第 4 3 条に L国鉄はその会計に関し， 国鉄法及び国

鉄法施行令に定めるものの外， 会計 規程を定めなければならな

い1 ことになっており，また会計規程第 86 条には. L会計規程

の施行に関し，必要な事項および会計事務の手続については別

に定める1 こと になっている。したがって物品事務規程はこの

原則にもとづいて定められた手続規程であるといえる。

l 沿革

H百手n 22 年度に行われた会計 制度改正以前のもの と， 改正以

後のものとの 2 つに大きく分けることができる。

会計制度改正以前における物品事務規程の出発は，帝国鉄道

庁物品取扱規程 (1明治 40 ・ 3 公逮第 251 号)と いえ る。ついで鉄道

庁から鉄道院に改組されるにおよび， 明治 42 ・ 6 逮第 496 号によ

って倉庫物品事務規程が制定され，この規程は大正 2 ・ 6逮第 436

号によっ て全文改正がなされ，大正 12 年ま てeつづいたが， 大正

12 ・ 3 遠第 152 号に よ ってその名称も物品事務規程とな り ，内容

もさらに細かくなった。

以上のものは官庁会計の方式である現金主義計理原則の下に，

資本勘定 ・収益勘定および用品勘定のいわゆる三勘定の体制の

下における物品事務の規定である。そのためこの制度の下にお

いては貯政品の購入のための用品資金制度があり ， この用品資

金および物品の購入配給に要する費用， つまり物品質と取扱rt'I.

との双方を処理するためのものが用品勘定であり ， 用品資金を

もって購入した物品および工場製作品を貯蔵品と呼び，用品勘

定から他勘定に引当てた物品を決算品としていた。

と ころが昭和 22 年度において現金主義会計原則からJl見し，全

面的に発生主義にもとづ く 複式会計制度を採用するにおよび，

貯蔵品は資産勘定中の作業資産に鼠 し，取得原価によ っ て決算

表に計上され，貯絞品の購入 ・ 保管および配給に要する諸織り

は用品勘定として別途整理することになった。したがっ て購入

配給に裂した用品経費は貯放品払出価絡に一定の用品創掛を付

加 し， 当該経裂にその\1.'1I i卦告買を負担させるとともに，用品経費

の回収額として用品収入に計上する方法が採られている(会計

規程E官 68 条，本規程第 53 条)。

2 内容

(1) 物品の定虫色 物品とは現金および有価証券以外の動産で

回定資産に編入されないものをいう(第 3 条)。ただし船舶およ. 
び海上工作物の購入および製作については，これを物品扱とせ

ず工事扱とし， 財産に直接に編入し，また新聞雑誌等の定期刊

行物(加除付法規類を除 く ).郵便切手 ・ 禁容 ・ 収入印紙および

飲食料は物品扱にしない(同条注)。現金および有価証券は常識

てつどうぶつ

で考えれば物品でないことは明らかであるが，これらは動産で

あるので規定上物品でないことを明らかにしたのであり，有価

証券はかつては担保として預か った場合，物品出納役が物品と

して保管したこともあったが，その性質から金銭と同裁に現金

の出納役が保管出納することが笑mに適しているので， 現在は

現金 と 同様の取扱をしている。

物品といえば概念的には理解されるが，会計整理上は概念的

な解釈では不可であり ， その範闘を確定してお く 必星空がある。

たと えば水や電力は物品ではないが，蒸留水は物品として扱っ

ている。したがって電灯料 ・ 水道料のように役務的なものおよ

び新聞や切手のように，その物自体に物質的価値のないものは

物品の範囲から除いている。

つぎに鉄道車両， 自動車，担軽械等固定資産管):'.1!規程の定めに

したが っ て財産に編入されたものは，購入するときは物品とし

て購入し，いったん貯蔵品に編入するが， これはただちに貯政

品から払い出し，工事勘定を通して固定資産に綴り替えられ物

品の範聞から除かれる。ただし紛舶および海上工作物は貯蔵品

を通さず，直接に工事経費によって購入 し，財産に編入するこ

とになってい る。

物品はj狩放品 ・ 決算品および予備品に区分される。

(2) 物品の出納保管責任者 物品出納の会計機関としては，

物品出納長または分任出納長， 物品出納役および物品出納員が

あり(会規第一 9 条).物品出納長または分任出納長の命令によっ

て物品出納役が出納を行う。

物品出納長または分任出納長と物品出納役との兼職は禁じ ら

れており，物品出納員は物品出納役の事務を分掌するためにお

かれている。

以上の物品出納職員は.L物品の出納をする職員として任命さ

れた者であり，物品の事|波および受領に闘しそれぞれ総裁等

を代理する 1 (国鉄法第 48条)ものであ る。

分任出納長とは物品出納長の事務を分掌するもので， 出納命

令の範囲を指定されてし、る。

物品出納長または分tE出納長と物品出納役との兼職を禁じて

いるのは，相互牽制(けんせL 、) による物品会計の正確を期し，

不正発生の防止のため物品出納命令 k業務とを両者に区分した

ものである。

物品出納員はその物品事務に関するかぎり ，物品出納役に所

属し， 物品出納保管業務について物品出納役の指簿監督をうけ

なければならないが，独立した会計職員であり，自らの責任で

物品を出納保管するので， その保管に属する物品の亡失損傷に

対しては独立の弁償責任を有する。

以上の物品出納職員に設がなるかということおよびその液扱

範囲については，物品事務鏡程に表示されており，個々の取扱

責任範囲は明確になっている。

(3) 物品出納職員の責任帳簿 物品出納役はそれぞれの取扱

範囲によって，貯蔵品出納簿・交付材料出納簿 ・予備機器原簿 ・

工湯予備品原簿・備品原簿を保管し，物品の出納を行い，物品

出納員は術品については備品保管簿，工場予備品または予備蛾

穏については予備品または予備織総受払栗， その他の物品につ

いては物品受払簿で物品の受払の整理を行い，術品および予備

品以外の物品については保管箇所に現品粟を備えて， 現品の受

払を明らかにしておかなければならない。

(4) 物品の出納基準物品の出納は継続記録法によって行う

ことを原則としている。ただしべつに定める場合はたな卸計算

法によっている(第 50 条)。継続記録法 とは，品名ごとの口座

を設けて貯蔵品を払出したつど，その数量を継続的に記録して，




